
釧路市生ごみ堆肥化容器購入助成事業実施要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、家庭系厨芥類（以下「生ごみ」という。）の自己処理を推進

するため、生ごみ堆肥化容器（以下「容器」という。）の普及を促進し、ごみ

の減量化及びリサイクルの推進に対する意識の向上を図ることを目的とする。 

（助成対象者） 

第２条 容器を購入することができる者は、次の各号に掲げる要件を備えるもの

とする。 

（１）市内に居住している世帯であること。 

（２）市税を滞納していないこと。 

（３）購入した容器を設置し、適正に維持管理できること。 

（４）過去に本制度による助成金交付を受けていないこと。 

（５）容器を設置した後、使用状況の調査等に協力できること。 

（助成対象容器） 

第３条 この要綱において容器とは、一般家庭から発生する調理くず、食べ残し

等の生ごみを、微生物等の活動により分解することで堆肥化させる容器をい

う。 

（数量及び助成額） 

第４条 容器の購入者に対し予算内の範囲において助成金を交付する。 

２ 助成金は、購入に要した額（税抜き本体価格）に２分の１を乗じて得た額と

し、１，０００円を限度とする。ただし、その額に１００円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てるものとする。 

３ 助成する容器は、１世帯につき１個までとする。 

（販売店の登録） 

第５条 市長は、生ごみ堆肥化容器販売店登録届（様式第１号）により生ごみ堆

肥化容器の販売業者の届出があったときは、次の各号のすべてに該当する者

に限り、登録販売店として登録するものとする。  

（１）市内に本社、支社または営業所等を有すること。 

（２）この要綱による助成事業の趣旨を理解し、本市に協力できること。 

（３）助成金の申請に係る販売証明書作成等の事務を適正に処理できること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者（暴力団員が実質

的に経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員

と密接な関係を有する事業者をいう。）に該当しないこと。 

２ 登録期間は、届出があった日からその年度末までとする。 

３ 登録は、文書による申出のない限り次年度に自動継続される。 



（助成金の交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、登録

販売店で証明を受け、生ごみ堆肥化容器購入助成金交付申請書（様式第２号）

を、購入した日から起算して６０日（当日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、

直後の開庁日）以内に、市税の完納証明書を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

（助成金の交付決定） 

第７条 市長は前条に定める交付申請があったときは、その内容を審査し、速や

かに交付の可否及び助成金の額を決定し、生ごみ堆肥化容器購入助成金交付・

不交付決定通知書（様式第３号）（以下「交付決定通知書」という。）により、

申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により交付を決定した場合において、助成金の交付の目

的を達成するため、必要な指示をし、または条件を付することができる。 

（助成金の交付） 

第８条 申請者は、前条の規定により交付の決定を受けたときは、生ごみ堆肥化

容器購入助成金交付請求書（様式第４号）を速やかに市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項に規定する請求があったときは、請求日から起算して３０日以

内に助成金を交付するものとする。 

（申請の取下げ） 

第９条 申請者は、第６条の規定による交付の申請を取り下げるときは、速やか

に市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定により交付の申請を取り下げる者が既に第７条の規定による交

付決定を受けているときは、交付決定通知書を市長に返還するものとする。 

（助成金の返還命令） 

第１０条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、

助成金の全額又は一部を返還させることができる。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 
 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 施行日以前に（旧）釧路市生ごみ堆肥化容器購入助成金交付要綱（令和３年

４月１日施行）により登録されている販売店については、引き続いて継続す

ることとする。 


